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便宜供与とは

他人のために物や利益を提供したりして

特別なはからいをすること。



交渉する聴く 話し合う 伝える

労働組合の主な活動

職場でのヒアリング 執行委員会 団体交渉 職場集会



就業時間中の組合活動



労働組合法第7条3号 
支配介入の禁止 経費援助を禁止

組合の活動費に
使ってください

組合の役員になった
ら昇格させないよ



便宜供与 経済援助に含まれないもの
労働組合法第2条第2項第2号但書

労働者が労働時間中に、時間や賃金
を失わず使用者と協議・交渉すること

使用者が福利その他の基金
に対する寄附をすること

使用者が労働組合に最小限の
広さの事務所を供与すること



組合事務所・専用の書庫や掲示板

組合news 組合news 組合news 組合news

集会の
ご案内

組合
役員体制

春闘報告

ろうきん
キャンペーン

マイカー
共済

自治労共済

新組合員
紹介！

○○労働組合掲示板

労働組合



会議室や備品の使用



組合費のチェックオフ

労使協定

〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇

労働基準法第24 条
（賃金の支払い）



組合費のチェックオフ

労使協定

〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇

来月から組合費の
チェックオフやめるよ



労働協約（例）

第○条（就業時間中の組合活動）

組合員の組合活動は、所定の就業時間外（休憩時間を含む）に行うものとする。ただし、次
の各号の一に該当する場合は、事前に参加事由、日時、場所、人員、氏名を団体に通知した
上で就業時間中に行うことができる。

(1) この協約に定める団体交渉、労使協議機関に出席するとき

(2) 組合の規約、規定に定める大会、中央委員会の構成員として出席するとき

(3) 組合が加盟する自治労の大会、中央委員会の構成員として出席するとき

(4) その他、組合が必要とし、あらかじめ団体が認めたとき



労働協約（例）

第〇条（団体及び構内の利用）

(1) 団体は、組合が組合活動のため、団体が認めた建物または部屋を組合事務所として
使用することを認める。

(2) 組合事務所使用に伴う電話、パソコン、コピー、Fax、光熱、水道、その他新たに生ず
る費用は有償とする。

(3) 前項以外の団体構内及び諸施設物件の使用については、組合が申し出たときは、団
体は業務に支障のない限りこれを認める。

第〇条（掲示板の設置）

(1) 団体は、団体構内に組合専用掲示板を設置することを認める。但し、設置場所につい
ては団体と組合の協議による。
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